
 
           
◆ 震度６弱以上、津波警報または大津波警報・・・・・・・・・ 
◆ 津波注意報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ★午前６：３０までに解除された ⇒通常登校 

★午前８：００までに解除された ⇒２時間繰り下げ 

★午前８：００までに解除されない⇒臨時休業 

☆午前６:００までに停電の復旧の目処が立たない⇒臨時休業

 

 

 

 

 

注意報が解除さ

れたとき 

下校時刻になっ

ても注意報が続

いているとき 

 

 

☆午前６:００の時点で停

電復旧の目処が立たない

⇒臨時休業 

（目処が立つ場合、対応を

安心メールで連絡します） 
カムチャッカ半島地震における津

波警報で実際に避難したことで、消

防署の方が安全だと判断しました。 


